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つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章
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規

則

■群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
四
号

群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
員
賞
じ
ゆ
つ
金
授
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
庁
県
民
駐
車
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
五
号

群
馬
県
庁
県
民
駐
車
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
庁
県
民
駐
車
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
群
馬
県
規
則

第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

ロ
ビ

駐
車
場
ロ
ビ

ー
ー

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
駐
車
券
は
、

当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
六
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
入
院
に
要
す
る
費
用
徴
収
規
則
（
昭

和
三
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
別
記
様
式
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
費

用
徴
収
額
減
免
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
様
式
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
別
記
様
式
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
費

用
徴
収
額
減
免
申
請
書
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
七
号

群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
規

則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中
「

」
を
削
る
。

印

「

「

別
記
様
式
第
十
四
号
中

を

に
改
め
る
。

印

」

」

医
師

氏
名

「

別
記
様
式
第
十
五
号
中

を
「

」
に
改
め

医
師

氏
名

（

）
」

自
署
又
は
記
名
押
印

る
。別

記
様
式
第
十
六
号
、
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
中
「

」

氏
名

印

を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

別
記
様
式
第
二
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
１
を
削
り
、
注
２
を

氏
名

印
氏
名

注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
十
一
号
、
別
記
様
式
第
三
十
二
号
、
別
記
様
式
第
三
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
三

十
六
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
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に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
八
号

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
群
馬
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
九
号

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
立
日
本
絹
の
里
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県
規
則
第

五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
削
り
、

・
性
別

「

「
を

性
別

男
・
女

」

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
削
る
。

・
性
別

別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
削
る
。

・
性
別

別
記
様
式
第
九
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
号

群
馬
県
貸
金
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
貸
金
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
別
紙
以
外
の
部
分
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
一
号

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第６５号

利根川水系利根川上流圏域河川整備計画を定めたので、河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の２第６

項の規定により、告示する。

その関係図書は、群馬県県土整備部河川課、群馬県前橋土木事務所、群馬県渋川土木事務所及び群馬県沼田土木

事務所に備え置き、閲覧に供する。

令和３年３月１６日

群馬県知事 山 本 一 太
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訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
一
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
職
員
記
章
は
い
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
職
員
記
章
は
い
用
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
職
員
記
章
は
い
用
規
程
（
昭
和
四
十
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
り
、
「

（

）

」
を
「

」
に
改
め
る
。

印
課

室
長

課
長

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

■群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
一
年
九
月
二
十
八
日
制

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
七
号

ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
事
前
協
議
等
に
関
す
る

規
程
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１０号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。

令和３年３月１６日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３２，４２９

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ３０２，６７９

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数

選挙区名 ３分の１の数

北群馬郡 ９，８７２

甘楽郡 ６，４２５

吾妻郡 １５，４５１

利根郡 ９，４３８

佐波郡 １０，１１４

邑楽郡 ２７，２６３

前橋市 ９３，０９１

高崎市 １０３，３４１

桐生市 ３１，２９０

伊勢崎市 ５６，０８８

太田市 ５９，１５７

沼田市 １３，３０９

館林市 ２０，８５７

渋川市 ２１，８２１

藤岡市・多野郡 １９，１７１

富岡市 １３，４７７

安中市 １６，３４３
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みどり市 １３，９７５
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